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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 広島ガス株式会社第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債

の総額（円）
金5,000,000,000円

各社債の金額（円） 金100万円

発行価額の総額（円） 金5,000,000,000円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％） 未定（年0.10％～0.50％を仮条件とする。）（注）15．

利払日 毎年６月末日および12月末日

利息支払の方法

１．利息支払の方法および期限

（１）本社債の利息は、払込期日の翌日から平成28年12月20日（以下償還期日

という。）までこれをつけ、平成26年６月30日を第１回の支払期日とし

てその日までの分を支払い、その後毎年６月および12月の各末日にその

日までの前半か年分を支払う。

（２）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に

これを繰り上げる。

（３）半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割を

もってこれを計算する。

（４）償還期日後は利息をつけない。

２．利息の支払場所

別記（（注）「14．元利金の支払」）記載のとおり。

償還期限 平成28年12月20日

償還の方法

１．償還金額

各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法および期限

（１）本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。

（２）本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日

にこれを繰り上げる。

（３）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の

振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所

別記（（注）「14．元利金の支払」）記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申

込証拠金には利息をつけない。

申込期間 平成25年12月４日から平成25年12月19日まで（注）16．

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日 平成25年12月20日
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振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ

れている資産はない。

財務上の特約（担保提

供制限）

１．担保提供制限条項

（１）当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内

で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債に担保権を

設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担

保権を設定する。

（２）前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当

社は本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保

権を設定する。

２．留保資産提供制限条項

（１）当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内

で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のために当

社の特定の資産を留保（以下留保資産提供といい、かかる特定の資産を

留保資産という。）する場合には、本社債のためにも、社債管理者が適

当と認める留保資産提供を行う。この場合、当社は社債管理者との間

に、その旨を定める契約を締結する。

（２）前号の契約において、当社は社債管理者との間に次の①乃至⑥について

も特約する。

①　当社は、前号の契約締結の時点において、留保資産のうえには本社債の

社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利（以下抵当権等と

いう。）またはその設定の予約もしくは設定の予約と同視しうるものが

存在しないことを保証し、また本社債の未償還残高および本社債に係る

利息等の債務が存在する限り、社債管理者の事前の書面による承諾なし

に留保資産のうえに抵当権等を設定し、またはその設定の予約もしくは

設定の予約と同視しうる行為をしない旨。

②　当社は、社債管理者の事前の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡

もしくは貸与しない旨。

③　当社は、原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少し

たときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。

④　当社は、社債管理者が必要と認め請求したときは、遅滞なく社債管理者

の指定する資産を留保資産に追加する旨。

⑤　当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合

には、留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認める他の

資産と交換し、または、留保資産から除外することができる旨。

⑥　当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したとき

は、本社債のために遅滞なく留保資産のうえに担保付社債信託法に基づ

き担保権を設定する旨。
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財務上の特約（その他

の条項）

１．担保付社債への切換

（１）当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債に担保付社債信託法

に基づき、担保権を設定することができる。

（２）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項または前号によ

り本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要

な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定

に準じて公告する。

（３）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項または本項第

（１）号により本社債に担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の

特約（担保提供制限）」欄ならびに別記（注）５．（４）および（注）

６．（２）は適用されない。

２．特定物件の留保

（１）当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために留保資産提

供を行うことができる。

（２）前号の場合、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第２項の規定を

準用する。

（３）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第２項または本項第

（１）号により本社債のために留保資産提供を行った場合、そのための

契約が締結された日の翌日以後、別記「財務上の特約（担保提供制

限）」欄第２項は適用されない。

３．担保提供制限および留保資産提供制限の例外

次の各場合のいずれかに該当するときは、別記「財務上の特約（担保提供

制限）」欄は適用されない。

（１）当社が、国内で既に発行した担保付社債（本項第（４）号に定める合併

または会社法第２条第29号に定める吸収分割により承継された担保付社

債を含む。）に担保の変更または追加により担保付社債信託法に基づき

担保権を設定する場合。

（２）当社が、国内で既に留保資産提供を行っている無担保社債（本項第

（４）号に定める合併または会社法第２条第29号に定める吸収分割によ

り承継された留保資産提供を行っている社債を含む。）のために留保資

産を変更または追加する場合。

（３）当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託

として、当社の所有する資産の上に担保権を設定する場合。

（４）当社が、合併または会社法第２条第29号に定める吸収分割により担保権

の設定されているまたは留保資産提供が行われている吸収合併消滅会社

または吸収分割会社の資産を承継する場合。

（注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

（１）株式会社格付投資情報センター（以下Ｒ＆Ｉという。）

本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ（シングルＡ）の信用格付を平成25年11月29日から平成25年12月３日まで

の間に取得する予定である。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履

行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ

スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな

い。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉ

は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品

性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
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Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性

等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが

ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがあ

る。

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

（http://www.r-i.co.jp/jpn/）の「ニュースリリース／クレジットコメント」および同コーナー右上の「一覧は

こちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情に

より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

Ｒ＆Ｉ：電話番号03－3276－3511

（２）株式会社日本格付研究所（以下ＪＣＲという。）

本社債について、当社はＪＣＲからＡ（シングルＡ）の信用格付を平成25年11月29日から平成25年12月３日まで

の間に取得する予定である。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの

である。

ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当該

確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予

想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行

の確実性の程度以外の事項は含まれない。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す

る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確で信頼すべ

き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する

可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ

（http://www.jcr.co.jp/） の 「 格 付 情 報 」 の 「 当 月 格 付 」

（http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php）に掲載される予定である。なお、システム障害等何らか

の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ＪＣＲ：電話番号03－3544－7013

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社債等振替法という。）第66条第２号の定め

に従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に定める

場合を除き、社債券を発行することができない。

３．社債管理者

株式会社みずほ銀行

４．期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約

（担保提供制限）」欄第１項または別記「財務上の特約（その他の条項）」欄第１項第（１）号により当社が本社

債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本（注）４．（２）または

（３）に該当しても期限の利益を失わない。

（１）当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

（２）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。

（３）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第２項の規定に違背したとき。

（４）当社が本（注）５．、本（注）６．および本（注）７．に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内に

その履行または補正をしないとき。
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（５）当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない

とき。

（６）当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入

金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができ

ないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。

（７）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解

散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。

（８）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け

たとき。

（９）当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売（公売を含む。）の申立てを受け、または滞納処

分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたと

き。

５．定期報告

（１）当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算および剰余金の配当（会社法第454

条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該通知

については、当社が本（注）５．（２）に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提

出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決

算を行った場合も同様とする。

（２）当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類（金融商品取引法第24条の４の２

に定める確認書および金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書を含むがこれに限らない。）につ

いて金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示手続を行うときには、遅滞なくその旨を社債管理者に通知

する。四半期報告書、臨時報告書および訂正報告書についても有価証券報告書の取扱いに準ずる。ただし、当社

が本号に規定する書類の写を遅滞なく社債管理者に提出した場合には、本号本文に定める社債管理者への通知を

省略することができるものとする。

（３）当社は、本（注）５．（２）に定める社債管理者への通知または書類の提出について、有価証券報告書において

は当該事業年度経過後３か月以内に、四半期報告書においては当該各期間の経過後45日以内に、臨時報告書およ

び訂正報告書においては本（注）５．（２）の電子開示手続を行った後遅滞なく行うものとする。

（４）当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本（注）６．（２）に該当した国内債務の現存額、担保物その他

必要な事項を社債管理者に報告する。

６．社債管理者への通知

（１）当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿

にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

（２）当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供（当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資

産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨

を約する場合をいう。）を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必

要な事項を社債管理者に通知する。

（３）当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①　事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

②　事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

③　資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転（いずれも会社法にお

いて定義され、または定められるものをいう。）をしようとするとき。
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７．社債管理者の調査権限

（１）社債管理者は、広島ガス株式会社第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）管理委託契約証書（以下管理委

託契約証書という。）の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認め

たときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または

報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

（２）本（注）７．（１）の場合で、社債管理者が当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社

は、これに協力する。

８．社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手

続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為（会社法第705条第１項に掲げる行為を除く。）を行わな

い。

９．債権者保護手続における社債管理者の異議申述

会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる債権者

保護手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

10．社債管理者の辞任

（１）社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて

辞任することができる。

①　社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。

②　社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。

（２）本（注）10．（１）の場合には、当社ならびに辞任および承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要とな

る行為をしなければならない。

11．社債権者に通知する場合の公告の方法

（１）本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または管理委託契約証書に別段の定めがあるものを除いて

は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複

するものがあるときは、これを省略することができる。）または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを

行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこ

れを行う。

（２）当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子

公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得

ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種以上の

新聞紙（ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれを行う。

12．社債権者集会に関する事項

（１）本社債および本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下本種類の社債と総称する。）

の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債

権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本（注）11．に定める方法により公告する。

（２）本種類の社債の社債権者集会は、東京都または広島県広島市においてこれを行う。

（３）本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）

の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第１項および第３項に定める書面

を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債

管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
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13．発行代理人および支払代理人

株式会社みずほ銀行

14．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従っ

て支払われる。

15．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成25年11月29日から平成25年12月３日までの間

に決定する予定である。

16．申込期間については、上記のとおり内定しているが、平成25年11月29日から平成25年12月３日までの間に正式に決

定する予定である。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで繰り上げることがある。当該需要

状況の把握期間は最長で平成25年11月22日から平成25年12月３日までを予定しており、実際の利率の決定は平成25

年11月29日から平成25年12月３日のまでの間のいずれかの日を予定している。従って、申込期間が最も繰り上がっ

た場合は「平成25年12月２日から平成25年12月19日まで」となることがありますのでご注意ください。
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,250

１．引受人は本社債の

全額につき連帯し

て 買 取 引 受 を 行

う。

２．本社債の引受手数

料は各社債の金額

100円につき金45銭

とする。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,250

ひろぎんウツミ屋証券
株式会社

広島市中区立町２番30号 500

計 － 5,000 －

（注）引受人の氏名又は名称およびその住所、引受金額ならびに引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、平

成25年11月29日から平成25年12月３日までの間に買取引受契約を締結する予定である。

 

（２）【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

１．社債管理者は、本社債の管理を

受託する。

２．本社債の管理手数料について

は、社債管理者に、期中におい

て年間各社債の金額100円につ

き金２銭を支払うこととする。

（注）社債管理者の名称およびその住所ならびに委託の条件については、上記のとおり内定しているが、平成25年11月29日か

ら平成25年12月３日までの間に社債管理委託契約を締結する予定である。

 

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

5,000 34 4,966

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額4,966百万円については、3,278百万円を平成25年12月末までにコマーシャル・ペーパー（平

成25年９月末の借入金返済資金調達のために発行したもの）の償還資金に、437百万円を平成26年３月末までに借入

金返済資金に、1,251百万円を平成26年３月末までに設備投資資金に充当する予定であります。

　なお、当社の設備計画の内容については、「第三部　追完情報　２　設備計画の変更」に記載のとおりでありま

す。
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第２【売出要項】
 

　該当事項なし

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項なし

 

第４【その他の記載事項】
 

　特に社債発行届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりである。

 

・表紙に当社のロゴ 　を記載します。

 

 

第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項なし
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第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第159期）および四半期報告書（第160期第２四半期）（以下有価

証券報告書等という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届

出書提出日（平成25年11月21日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平

成25年11月21日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

２　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第159期）の「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の

新設、除却等の計画」に記載された重要な設備の新設等の計画は、本有価証券届出書提出日（平成25年11月21日）現在

（ただし、投資予定額の既支払額は平成25年９月30日現在）、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名
（所在地）

セグメン
トの名称

設備の
内容

投資予定額（百万円）
資金調
達方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

提出会社

広島地区他
（広島市
南区他）

ガス事業
供給設備
（営業開発投資）

2,001 561

自己資金、
借入金およ
び社債調達
資金

平成25年
４月

平成26年
３月

―

広島地区他
（広島市
南区他）

ガス事業
供給設備
（供給改善投資）

3,200 1,205

自己資金、
借入金およ
び社債調達
資金

平成25年
４月

平成26年
３月

―

廿日市工場
（広島県
廿日市市）

ガス事業
ＬＮＧ受入設備等
（増強）

12,000 2,984

自己資金、
借入金およ
び社債調達
資金

平成23年
９月

平成27年
12月

標 準 ＬＮＧ

船 （ 最 大

177,000 ㎥ ）

受入

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。

 

３　臨時報告書の提出

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第159期）の提出日（平成25年６月26日）以後、本有価証

券届出書提出日（平成25年11月21日）までの間に、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、平成25年６月26日に臨時報告書を中国財務局長に提出しております。

　その報告内容は以下の通りであります。

 

（１）株主総会が開催された年月日

平成25年６月25日

 

（２）決議事項の内容

第１号議案　買収防衛策（停止条件付ライツ・プラン）更新の件

 

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、深山英樹、田村興造、中村治、和田博喜、山本宏之、角廣勲、出田善蔵、松藤研介、

宇野誠、松村秀雄、椋田昌夫を選任するものであります。
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第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田中優次を選任するものであります。　

 

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、片木晴彦を選任するものであります。

 

（３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な

らびに当該決議の結果

決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

可決要件
決議の結果および
賛成割合（％）

第１号議案
買収防衛策（停止
条件付ライツ・
プラン）更新の件

527,085 393 0 （注）１． 可決 99.90

第２号議案
取締役11名選任
の件

   

（注）２．

  

深山　英樹 526,648 840 0 可決 99.81

田村　興造 527,409 79 0 可決 99.96

中村　　治 527,409 79 0 可決 99.96

和田　博喜 527,409 79 0 可決 99.96

山本　宏之 527,408 80 0 可決 99.96

角廣　　勲 527,235 253 0 可決 99.93

出田　善蔵 527,358 130 0 可決 99.95

松藤　研介 527,409 79 0 可決 99.96

宇野　　誠 527,324 164 0 可決 99.94

松村　秀雄 527,339 149 0 可決 99.95

椋田　昌夫 527,359 129 0 可決 99.95

第３号議案
監査役１名選任
の件

   
（注）２．

  

田中　優次 527,172 316 0 可決 99.91

第４号議案
補欠監査役１名選任
の件

   
（注）２．

  

片木　晴彦 527,309 179 0 可決 99.94

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成による。
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度

（第159期）

自　平成24年４月１日

至　平成25年３月31日

平成25年６月26日

中国財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

（第160期第２四半期）

自　平成25年７月１日

至　平成25年９月30日

平成25年11月12日

中国財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項なし

 

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項なし
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　尾　　﨑　　更　　三　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　前　　田　　貴　　史　　印

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成25年６月25日

広島ガス株式会社

取締役会　御中

　

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている広島ガス株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結

附属明細表について監査を行った。

　
連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示

を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。
　
強調事項
注記事項(連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、連結子会社である広島ガス開発株式会社が行っ

た不適切な取引に関して、会社は損害賠償請求訴訟の提起を受けている。これらの訴訟の最終的な結論は現

在のところ得られていないため、その判決により生ずるかもしれない負担金額については連結財務諸表に計

上されていない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、広島ガス株式会

社の平成25年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない

可能性がある。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当

監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信

頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部

統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書

の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、広島ガス株式会社が平成25年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(※) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　尾　　﨑　　更　　三　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　前　　田　　貴　　史　　印

独立監査人の監査報告書
　

　
平成25年６月25日

広島ガス株式会社

取締役会　御中

　

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている広島ガス株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第159期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び

附属明細表について監査を行った。

　
財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが

含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、広島ガス株式会社の平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
強調事項

注記事項(貸借対照表関係)に記載されているとおり、連結子会社である広島ガス開発株式会社が行った不

適切な取引に関して、会社は損害賠償請求訴訟の提起を受けている。これらの訴訟の最終的な結論は現在の

ところ得られていないため、その判決により生ずるかもしれない負担金額については財務諸表に計上されて

いない。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(※) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提

出会社)が別途保管しております。
２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　尾　　﨑　　更　　三　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　前　　田　　貴　　史　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月11日

広島ガス株式会社

取締役会  御中

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている広

島ガス株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の平成25
年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　

強調事項
注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、連結子会社である広島ガス開発株式会社

が行った不適切な取引に関して、会社は損害賠償請求訴訟の提起を受けている。これらの訴訟の最終的な結
論は現在のところ得られていないため、その判決により生ずるかもしれない負担金額については四半期連結
財務諸表に計上されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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